
労働者派遣事業報告書の
電子申請マニュアル

厚生労働省職業安定局需給調整事業課



はじめに

労働者派遣事業が適正に運営され、派遣労働者の適正な就業を確保するためには、行政による一方的な監督のみでは、
必ずしも十分に対応できるものではなく、定期的に事業活動の状況を報告させることにより行政として事業活動の状況を
常時把握し、適宜、適切な指導、監督を行えるようにしておくことが必要となります。このため、労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）（「以下「派遣法」という。」）第23条にお
いて、派遣元事業主に対して労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書の作成及び提出を求めています。

皆様から提出された事業報告書は労働者派遣事業の運営状況を把握するための基礎的な資料として集計され、各施策の
検討時に必要に応じて活用されるとともに、厚生労働省ホームページ等を通じて公表しております。また、労働者派遣事
業が適正に運営されるよう派遣元事業主等への指導時にも必要に応じて活用しているところです。

ご担当の皆様にはお手数をおかけしますが、労働者派遣事業の適切な実態把握のため、事業報告書は当該派遣元事業所
の実態をありのまま記載いただくとともに、期日までのご提出にご協力をいただくようお願い申し上げます。

なお、事業報告書が提出期限までに提出されなかった場合、派遣法第50条の規定に基づき必要な事項の報告を求める場
合があり、これに従わず報告せず、又は虚偽の報告をした場合には罰せられる可能性があります。

【参考】
〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）（抄）

第二十三条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労
働大臣に提出しなければならない。
２ 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受
けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
３～５ 略

第五十条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から
労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一～五 略
五 第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 略

労働者派遣事業報告を求める趣旨等について
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全体の手順の説明

ポイント 労働者派遣事業報告書の電子申請での提出は、e-Gov（※）を利用して行います。
大まかに以下の３つのステップで提出します。

労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備

電子申請の準備

電子申請の実施

※デジタル庁が運営し、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、行政機関のポータ
ルサイトとして、各機関等がインターネットを通じて発信している行政情報を総
合的・一元的に提供しているほか、各省庁に対する電子申請を24時間365日受け付
ける窓口サービスを提供しています。 https://www.e-gov.go.jp/

提出する労働者派遣事業報告書の作成及び（【労使協定方式】を採用している場合）労使協定の写しを準備します。
→２～８ページを参照して作業を行ってください。

e-Govで電子申請を行うにあたり必要となるものを事前に準備します。
→９ページを参照して作業を行ってください。

e-Govにアクセスして実際に電子申請を行い、労働者派遣事業報告書を提出します。
→10～22ページを参照して作業を行ってください。

労働者派遣事業報告を電子申請（e-Gov）で提出する
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STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備

ポイント 提出する書類は以下①及び②となります。（②が不要となる場合がありますので以下をご参照ください。）

①労働者派遣事業報告書

派遣先に雇用される通常の労働者（無期雇用フルタイム労働者）と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消するため、派遣労
働者の待遇について、派遣元事業主には、以下アイのいずれかを確保することが義務化されています。

ア【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
イ【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

このうち、イ【労使協定方式】を採用している場合は、事業報告書に労使協定の写しを添付する必要があります。ア【派遣先均
等・均衡方式】を採用している場合は労使協定の写しを添付する必要はありません。
具体的には労働者派遣事業報告書において「協定対象派遣労働者」欄が複数存在していますが、当該項目に記載がある場合、本資

料の提出が必要です。

提出する写しの作成方法は５ページ、利用方法等は19ページを参照してください。

事業報告書は派遣元事業所ごとに１つ作成必要があります。
派遣元事業所が３つあった場合、３つの事業所の数値を合算して１つの事業報告書として作成することはできません。各々の事業所
で１つ、計３つの事業報告書を作成することになります。

電子申請で提出する場合は所定のエクセルファイルにて作成して、そのファイルを提出するか、又は（エクセルファイルを元に
ＰＤＦ化するなどして）ＰＤＦファイルを提出してください。（以降はエクセルファイルでの提出を想定して説明しています。）

作成・提出するエクセルファイルの掲載場所は３ページ、利用方法等は17ページを参照してください。

②（【労使協定方式】を採用している場合）労使協定の写し

提出する書類について
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１回の電子申請で利用できる書類のデータサイズ上限（合計値）は100MB未満です。また、ファイル数の上限は99
ファイルとなります。ご注意ください。



ポイント 作成・提出する労働者派遣事業報告書が大量（概ね１０件以上）か否かで方法が分かれます。

①使用する労働者派遣事業報告書の様式について
以下のＷＥＢページから「労働者派遣事業報告書（様式第11号）の入力補助機能つき」の（エ

クセル）様式をダウンロードし、必要な数の労働者派遣事業報告書を作成してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

②ファイル名について
ファイル名を「（許可番号）労働者派遣事業報告書」に変更してください。

また、括弧内の許可番号は枝番号あり、数字記号は半角としてください。

③電子申請時の操作方法について
電子申請時の添付書類追加画面にて、作成した労働者派遣事業報告書を添付してください。１

項目あたり１件の添付が可能です。項目が足りない場合は画面下部の「追加」を選択して、項目
を増やして労働者派遣事業報告書を添付してください。

→具体的な操作方法は17・18ページで説明しています。

①使用する労働者派遣事業報告書の様式について
以下のＷＥＢページから「労働者派遣事業報告書（様式第11号）（大量提出用）」

の（エクセル）様式をダウンロードして労働者派遣事業報告書を作成してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hakenshoukai/hakenyouryou_00003.html

→「労働者派遣事業報告書（様式第11号）（大量提出用）」の使用方法は次ページで説明します。

②ファイル名について
ファイル名を「（許可番号）労働者派遣事業報告書（大量提出用）」に変更してください。ま

た、括弧内の許可番号は枝番号なし、数字記号は半角としてください。

③電子申請時の操作方法について
電子申請時の添付書類追加画面にて、作成した労働者派遣事業報告書を添付してください。
→具体的な操作方法は17・18ページで説明しています。

労働者派遣事業報告書の作成・提出方法の選別

作成・提出する労働者派遣事業報告書が概ね１０件未満の場合

作成・提出する労働者派遣事業報告書が概ね１０件以上の場合

例えば、許可番号「派13-123456-
1」、「派13-123456-2」及び「派
13-123456-5」の３事業所の事業報
告書を作成した場合、以下のとおり
となります。

例えば許可番号「派13-123456-
1」～「派13-123456-20」まで20
事業所の事業報告書を作成した
場合、以下のとおりとなります。

1つのファイルの中
に20事業所分の事
業報告書が含まれ
ています。

STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備
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④コピーしたシートを「作成した事業報告書をこちらに置いてく
ださい→」の後に移動（シートをクリックしたまま、マウスを動
かすことで移動できます。）

「労働者派遣事業報告書（様式第11号）（大量提出用）」（エクセルファイル）では、第１～14面が１シートにまとまっ
ていますので、以下の手順で複数の派遣元事業所の事業報告書を１つのエクセルファイルにまとめて作成・提出してくだ
さい。

ポイント

１派遣元事業所＝１シートとなりますので、以下②～⑤の手順で必要分をコピーしてください。

①「労働者派遣事業報告書（様式第11号）（大量提出用）」
のエクセルファイルを開きます。
↓
②マスターシートを右クリックして「移動またはコピー」を
選択

③「末尾へ移動」及び
「コピーを作成する」
を選択して「ＯＫ」を
押す

⑤移動したシートを右クリックして「名前の変更」を選択、
シート名を事業所枝番号に変更（許可番号「派13-123456-0」の
場合、「0」が枝番号となります。）
※必要分のコピーを②～⑤の手順で繰り返します。
↓
⑥コピーした各シートの項目を入力します。

⑦最後に「こちらをコピーして入力してください。」及び「マスター」のシートを削除、
以上で作成終了です。作成したファイルの保存をお忘れなく！！

ここへ移動

作成完了！

「労働者派遣事業報告書（様式第11号）の大量提出用」の利用方法

以下の手順で複数の事業報告書の様式をコピーすることができます。

STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備
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ポイント 〇労働者派遣事業報告書に添付する労使協定の写しを電子申請で提出する場合、原則として
労使協定の原本をスキャナーで読み取るなどして（白黒スキャン、文字が認識できる範囲で
可能な限りデータサイズを小さくして）ＰＤＦ形式で提出してください。複数の事業所が存
在する場合は複数の事業所の労使協定をまとめて読み取る（１ファイルにする※）か、事業
所ごとに読み取る（複数ファイルにする）かのいずれかでご対応ください。

①許可番号の記載
どの派遣元事業所の労使協定か簡易に判別できるように、労使協定ごと

に１枚目の右上（又は左上）に許可番号（枝番号あり）を記載してくださ
い。
※読み取る前に手書きで記載しても、読み取った後のＰＤＦを編集して記
載してもどちらでも可です。複数の事業所を労使協定の一つの締結単位と
している場合は、締結単位の範囲内の事業所の許可番号を記載してくださ
い。（例：派13-123456-1 ～10）

②ファイル名について
ファイル名を「（許可番号）労使協定の写し」としてください。また、

括弧内の許可番号は枝番号なし（事業所ごとに労使協定を読み取る場合は
枝番号あり）、数字記号は半角としてください。

③電子申請時の操作方法について
電子申請時の添付書類追加画面にて、作成した労働者派遣事業報告書を

添付してください。
１項目あたり１件の添付が可能です。項目が足りない場合は画面下部の
「追加」を選択して、項目を増やして労働者派遣事業報告書を添付してく
ださい。→具体的な操作方法は19ページで説明しています。

PDF

複数の事業所の
労使協定をまとめる

PDF

労使協定
（原本）

スキャナー等 労使協定の写
し（PDFファ
イル）

一括読み取り

ＰＤＦファイル
作成

※事業所数が多く１つのファイルにまとめ切れない場合は、複数のファイルに分割して作成してください。その場合のファイル名には全体の何番目のファイルかわかるように末尾に
「（〇/●）」（例：1/4）を追記してください。（〇はそのファイルの番号、●は全体のファイル数）

〇同一の派遣元事業主において、複数の事業所を労使協定の一つの締結単位としている場合は、締結単位の範囲内の事業所の
労使協定を１つ提出してください。（重複して提出する必要はありません。）

許可番号を
各々の労使
協定に記載
する

PDF

ＰＤＦファイル
作成

許可番号を
各々の労使
協定に記載
する

PDF

PDF

個々に読み取り

事業所ごとに労
使協定を読み取
る場合

複数の事業所の
労使協定をまと
めて読み取る場
合

複数の事業所の労使協定をまとめて読み取る場合／事業所ごとに労使協定を読み取る場合

労使協定の写しの提出方法の選別

STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備
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ポイント 労働者派遣事業報告書は全14面、このうち入力が必要なものは第１～９面となります。（第10～14面は記載要領のため入力
項目なし。）

①基本情報（第１面）
派遣元事業所の名称、
住所等の基本情報を記
載

②年度報告（第２～６面）
派遣元事業主における事業年度（事業主ごと
に定められた決算期に基づく。）の事業状況
を報告、派遣労働者の数、労働者派遣の役務
の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する
料金・賃金の額、労働者派遣事業の売上高当
を記載

③６月１日現在の状況報告
（第７～９面）
毎年の６月１日現在の派遣
労働者が従事する業務別の
派遣労働者の数等の状況を
記載

④記載要領（第10～14面）
用語の説明や報告書の記載
方法等を説明しています。
説明のみで入力項目はあり
ません。

作成にあたっては、労働者派遣事業報告書の第10～14面の記載要領や以下のＷＥＢページに掲載している
「（参考）事業報告等記載例」を参考に記載してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

（補足）労働者派遣事業報告書の構成等

労働者派遣事業報告書は大別すると以下①～④で構成されています。

STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備
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ポイント 許可番号は労働者派遣事業許可証に記載されています。許可番号及び事業所枝番号は付与後、住所の変更等により事業主管轄
労働局が変更される場合を除いて、変更されることはありません。

（補足）許可番号について

許可番号は枝番号なし・ありが存在します。

派〇〇ー●●●●●●ー△

①労働者派遣事業である旨の表示です。「派」の文字をもって表します。
②都道府県を表すコードを表示します。「都道府県コード表」に定める２桁の数字で表
す。→都道府県コード表は８ページをご覧ください。
③事業主の一連番号です。管轄労働局ごとに６桁の数字をもってします。
④事業所の枝番号です。事業所枝番号は、事業所ごとに最大３桁の数字をもって表しま
す。この際、派遣元事業主の主たる事務所を「1」として、以降連番で表します。

① ②

許可番号に枝番号がない場合、基本的に派遣元事業主を表します。

派〇〇ー●●●●●●

許可番号に枝番号がある場合、基本的に派遣元事業所を表します。

① ②

③

③

④

労働者派遣事業許可証

STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備
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ポイント 都道府県を表すコードと対応表は以下のとおり。例えば「13」は東京労働局を表します。

（補足）都道府県コード

対応する労働局番号

北海道労働局01

青森労働局02

岩手労働局03

宮城労働局04

秋田労働局05

山形労働局06

福島労働局07

茨城労働局08

栃木労働局09

群馬労働局10

埼玉労働局11

千葉労働局12

東京労働局13

神奈川労働局14

新潟労働局15

富山労働局16

石川労働局17

STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備

対応する労働局番号

福井労働局18

山梨労働局19

⾧野労働局20

岐阜労働局21

静岡労働局22

愛知労働局23

三重労働局24

滋賀労働局25

京都労働局26

大阪労働局27

兵庫労働局28

奈良労働局29

和歌山労働局30

鳥取労働局31

島根労働局32

岡山労働局33

広島労働局34

対応する労働局番号

山口労働局35

徳島労働局36

香川労働局37

愛媛労働局38

高知労働局39

福岡労働局40

佐賀労働局41

⾧崎労働局42

熊本労働局43

大分労働局44

宮崎労働局45

鹿児島労働局46

沖縄労働局47
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ポイント

STEP 2 電子申請の準備

取得方法等の説明ページ必要となる理由必要となるもの

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/be
ginner/account.html

e-Govにログインするためのアカウントが必要です。①e-Gov等のアカウ
ント

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/po
pupblock.html

ブラウザのポップアップブロックが有効のまま利用すると、正し
く画面が表示されない場合がありますので解除が必要です。②ブラウザの設定

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/ins
tall.html#windows

e-Govの電子申請はこのアプリケーションで行いますので、事前
のインストールが必要です。

③e-Gov電子申請ア
プリケーションの
インストール

https://shinsei.e-
gov.go.jp/contents/preparation/cer
tificate/

提出者の確認のため電子証明書の添付が必要です。（別途、電子
証明書(電子署名用証明書)の取得費用の取得費用がかかります。
詳しくはリンク先をご確認ください。）

④電子証明書

https://gbiz-id.go.jp/top/

電子証明書の替わりにＧビズIDでも手続が可能です。（現状、G
ビズIDの利用に料金は発生しません。）
（法人代表者又は個人事業主（以下「事業主」という。）のアカ
ウントであるGビズIDプライムと、組織の従業員用のアカウント
として事業主が作成するGビズIDメンバーを利用することで、電
子証明書の添付なしで手続することができます。）

以下①～④が必要となりますので、表中のリンクＵＲＬから説明ページを参照して準備してください。
e-Govにおいて初心者ガイド等を公開していますので、こちらもご活用ください。

〇e-Govの利用準備
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation

e-Govの電子申請で必要となるもの
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〇e-Govを初めてお使いの方へ
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

ポイント 以下①～⑯の手順で進めていきます。

提出完了です。お疲れ様でした！！提出完了です。お疲れ様でした！！

①デスクトップから「e-Gov電子申請アプリケーション」を起動
・・・11ページ

①デスクトップから「e-Gov電子申請アプリケーション」を起動
・・・11ページ

②ログイン画面でアカウント情報を入力 ・・・11②ログイン画面でアカウント情報を入力 ・・・11

③マイページ画面の上部から手続検索画面へ移動 ・・・12③マイページ画面の上部から手続検索画面へ移動 ・・・12

④手続検索画面から労働者派遣事業報告書の提出手続を検索
・・・12

④手続検索画面から労働者派遣事業報告書の提出手続を検索
・・・12

⑤検索結果一覧から事業報告書の提出手続へ移動 ・・・13⑤検索結果一覧から事業報告書の提出手続へ移動 ・・・13

⑥申請書入力画面から申請者情報入力画面へ移動します。
・・・13

⑥申請書入力画面から申請者情報入力画面へ移動します。
・・・13

⑦労働者派遣事業報告書を基に申請者情報を入力します。
・・・14

⑦労働者派遣事業報告書を基に申請者情報を入力します。
・・・14

⑧申請書入力画面から連絡先情報入力画面へ移動します。
・・・15

⑧申請書入力画面から連絡先情報入力画面へ移動します。
・・・15

⑨連絡先情報を入力します。 ・・・16⑨連絡先情報を入力します。 ・・・16

⑩電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出を入
力します。 ・・・18
⑩電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出を入
力します。 ・・・18

⑪申請書入力画面から添付書類追加画面に移動します。
・・・18

⑪申請書入力画面から添付書類追加画面に移動します。
・・・18

⑫労働者派遣事業報告書を添付します。 ・・・19⑫労働者派遣事業報告書を添付します。 ・・・19

⑬労使協定の写しを添付します。 ・・・21⑬労使協定の写しを添付します。 ・・・21

⑭提出先を選択します。 ・・・22⑭提出先を選択します。 ・・・22

⑮電子署名を実施します。 ・・・23⑮電子署名を実施します。 ・・・23

⑯労働者派遣事業報告書を提出します。 ・・・24⑯労働者派遣事業報告書を提出します。 ・・・24

e-Govの電子申請の実施手順
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

①デスクトップから「e-Gov電子申請アプリケーション」を起動①デスクトップから「e-Gov電子申請アプリケーション」を起動

デスクトップ上の「e-Gov電子申請アプリケーション」をダブ
ルクリックして、アプリケーションを起動します。

②ログイン画面でアカウント情報を入力②ログイン画面でアカウント情報を入力

「STEP2 電子申請の準備」で用意したe-Gov等のアカウントを
利用して認証（ログイン）を行います。

アカウント登録時で使用したメールアドレスとパスワードを入
力して、ログインをクリックします。

なお、GビズIDを利用する場合は「ＧビズIDでログイン」をク
リックして、画面の指示に従って操作してください。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

③マイページ画面の上部から手続検索画面へ移動③マイページ画面の上部から手続検索画面へ移動

マイページ画面の上部にある「手続検索」をクリックします。

④手続検索画面から労働者派遣事業報告書の提出手続を検索④手続検索画面から労働者派遣事業報告書の提出手続を検索

手続検索画面の「手続名称から探す」の入力欄に、「労働者派
遣□事業報告」（□は全角スペース）と入力して、「検索」を
クリックします。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑤検索結果一覧から事業報告書の提出手続へ移動⑤検索結果一覧から事業報告書の提出手続へ移動

検索結果一覧から「労働者派遣事業に係る事業報告書の提出」
を探し出して、その手続の「申請書入力へ」をクリックします。

⑥申請書入力画面から申請者情報入力画面へ移動します。⑥申請書入力画面から申請者情報入力画面へ移動します。

「１．基本情報」の申請者情報の右側にある「申請者情報を設
定」をクリックします。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑦労働者派遣事業報告書を基に申請者情報を入力します。⑦労働者派遣事業報告書を基に申請者情報を入力します。

労働者派遣事業報告書の第１面の情報を基に以下の対応表の
とおり、該当する項目に入力してください。任意項目は適宜
入力してください。

労働者派遣事業報告書←申請者情報

（無し）←個人／法人

（無し）←法人番号

１ 氏名又は名称←法人・団体の名称 （※）

３ 代表者の氏名←代表者氏名

役名←役職

２ 住所←郵便番号

２ 住所←都道府県名

２ 住所←住所１（市町村、行政区及び町名番地）

２ 住所←住所２（ビル名、建物名、マンション名等）

２ 住所←電話番号

入力後に画面下部の「内容を確認」をクリックします。
次に表示される申請者情報入力内容確認画面の下部の「設
定」をクリックします。
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申請者情報の入力が完了しましたので、「申請者情報選択
へ」をクリックします。

他の電子申請等で既に申請者情報を入力している場合、申請
者情報選択画面が表示されます。登録する申請者情報を選択
の上、画面下部の「設定」をクリックしてください。



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑧申請書入力画面から連絡先情報入力画面へ移動します。⑧申請書入力画面から連絡先情報入力画面へ移動します。

「１．基本情報」の連絡先情報の右側にある「連絡先情報を設
定」をクリックします。
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申請者情報選択画面が表示されます。

選択中欄に先ほど入力した内容が反映されていることを確認し
て、画面下部の「設定」をクリックします。

（申請書入力画面に移動します。）



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑨連絡先情報を入力します。⑨連絡先情報を入力します。

個人・法人選択で「個人」を選択した上で、以降の項目について、
労働者派遣事業報告書の作成担当者の情報を入力してください。
（個人を選択することで入力項目が変化します。）

労働者派遣事業報告書の提出後に記載内容に不備等があった場合
は、この情報を基に労働局から連絡を行う場合があります。
特に電話番号や電子メールアドレスは、担当者に連絡が取れるも
のをお間違えの無いよう入力してください。

入力後に画面下部の「内容を確認」をクリックします。

次の表示される連絡先情報入力内容確認画面の下部の「設
定」をクリックします。
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他の電子申請等で既に連絡先情報を入力している場合、連絡
先情報選択画面が表示されます。登録する連絡先情報を選択
の上、画面下部の「設定」をクリックしてください。



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施
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連絡先情報選択画面が表示されます。

選択中欄に先ほど入力した内容が反映されていることを確認し
て、画面下部の「設定」をクリックします。

（申請書入力画面に移動します。）

連絡先情報の入力が完了しましたので、「連絡先情報選択
へ」をクリックします。



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

入力内容入力項目名

「労働者派遣事業に係る事業報告書の提出」と入力手続名①

労働者派遣事業報告書の提出日を入力申込日②

④申込者氏名のフリガナを入力フリガナ③

申請者情報の「代表者氏名」を入力申込者氏名④

申請者情報の「郵便番号」を入力郵便番号⑤

申請者情報の「住所１（市町村、行政区及び町名番地）」
及び住所２（ビル名、建物名、マンション名等）を入力住所⑥

申請者情報の「電話番号」を入力電話番号⑦

（入力の必要はありません）備考⑧

⑩電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出を入
力します。
⑩電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出を入
力します。

画面上の項目について以下のとおり入力してください。

⑪申請書入力画面から添付書類追加画面に移動します。⑪申請書入力画面から添付書類追加画面に移動します。

「添付書類」の右側にある「書類を添付」をクリックします。
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①

②
③

⑤

⑥

⑦

⑧

④



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑫労働者派遣事業報告書を添付します。⑫労働者派遣事業報告書を添付します。

画面上部の必須の項目において労働者派遣事業報告書を添付し
ます。まず、提出形式を「添付」を選択、次に「参照」をク
リックします。

添付ファイルを参照画面が表示されるので、「STEP 1 労働者
派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備」の「労働者
派遣事業報告書の作成・提出方法の選別」で作成した労働者派
遣事業報告書のエクセル様式を選択して、「開く」をクリック
します。

前画面で選択した労働者派遣事業報告書のエクセル様式が反映
されました。

添付ファイルのファイル数の上限は99ファイル、最大容量（合
計）は100MB未満です。ご注意ください。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

（「STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定の写し
の準備」の「労働者派遣事業報告書の作成・提出方法の選別」
で「作成・提出する労働者派遣事業報告書が概ね１０件未満の
場合」等）
労働者派遣事業報告書のエクセル様式が複数ある場合には任意
の項目を入力します。入力方法は必須の項目と同様です。

労働者派遣事業報告書のエクセル様式が残っている場合は、
「追加」をクリックします。

任意の項目が追加されますので、全ての労働者派遣事業報告書
のエクセル様式を反映するまで繰り返してください。

「この書類を提出」をチェック、書類名に「（許可番号）労働
者派遣事業報告書」（許可番号は例えば「派13-123456」のよう
に該当の許可番号）を入力、提出形式を「添付」を選択してく
ださい。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑬労使協定の写しを添付します。⑬労使協定の写しを添付します。

任意の項目において労使協定の写し添付します。
（手順は労働者派遣事業報告書のエクセル様式を反映するとき
と同様です。）
任意の項目が足りない場合は「追加」をクリックして項目を増
やしてください。
まず任意の項目の「参照」をクリックします。

添付ファイルを参照画面が表示されるので、「STEP 1 労働者
派遣事業報告書の作成及び労使協定の写しの準備」の「労使協
定の写しの提出方法の選別」で作成した労使協定の写しのＰＤ
Ｆを選択して、「開く」をクリックします。

前画面で選択した労使協定の写しのＰＤＦが反映されました。
「この書類を提出」をチェック、書類名に「（許可番号）労使
協定の写し」（許可番号は例えば「派13-123456」のように該当
の許可番号）を入力します。

労使協定の写しのＰＤＦが残っている場合は、「追加」をク
リックして任意の項目を増やして、全ての労使協定の写しのＰ
ＤＦを反映するまで繰り返してください。

最後に画面下部の「添付」をクリックします。

【労使協定方式】を採用している場合に、労使協定の写しの添
付が必要となります。
詳しくは「STEP 1 労働者派遣事業報告書の作成及び労使協定
の写しの準備」の「提出する書類について」をご覧ください。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

まず、「提出先を選択」をクリックします。

提出先選択画面が表示されるので、提出先の労働局を選択します。
※提出先は派遣元事業主の住所を管轄する労働局となります。
（派遣元事業所の所在地を管轄する労働局ではありません。）
複数の派遣元事業所がある場合であっても派遣元事業主の住所を
管轄する労働局に一括して提出します。

管轄の労働局が不明の場合は許可番号から判別することもできま
す。許可番号の●●の部分とこれに対応する労働局名を以下から
探します。
（許可番号の構成）※枝番号は除外します。
派●●ー〇〇〇〇〇〇
例えば許可番号が「派１３ー１２３４５６」の場合は「１３」に
対応する「東京労働局」が管轄の労働局となり、労働者派遣事業
報告書の提出先となります。

画面下部の「設定」をクリックします。

最後に画面下部の「内容を確認」をクリックします。

⑭提出先を選択します。⑭提出先を選択します。
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ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑮電子署名を実施します。⑮電子署名を実施します。

電子署名を行う文書・⑫及び⑬で添付した労働者派遣事業報告
書（エクセルファイル）及び労使協定の写しのＰＤＦが表示さ
れますので、、これら全てにチェックを入れて、「設定」をク
リックします。

証明書の選択画面が表示されます。
表示されている電子証明書の内容が、「STEP２ 電子申請の準
備」の「e-Govの電子申請で必要となるもの」の「④電子証明
書」で準備したものか確認します。同一の場合は「ＯＫ」をク
リックします。

電子証明書を複数登録されているような場合、環境によっては
目的の証明書が表示されていない場合があります。
その場合、「その他」をクリックすることで、利用者様の端末
に登録されている証明書の一覧がリストアップされます。

リストアップされた証明書の中から目的の証明書を選択し、
「OK」ボタンをクリックすることで、目的の証明書を利用して
電子署名を行うことができます。

電子証明書の
内容が表示さ
れます。

「②ログイン画面でアカウント情報を入力」でGビズID（Gビズ
IDプライムもしくはGビズIDメンバーに限る）でログインした
場合は、当該作業は不要となります。

ー23ー



ＳＴＥＰ３ 電子申請の実施

⑯労働者派遣事業報告書を提出します。⑯労働者派遣事業報告書を提出します。

これまでの入力内容が表示されます。
問題なければ「提出」をクリックします。

労働者派遣事業報告書が提出されました。

届出の状況は③のマイページ画面上の「直近の案件」又は画面
上部の「申請案件一覧」をクリックすると確認できます。
処理状況のステータスの内容は以下のとおりです。

ご注意！！
提出された労働者派遣事業報告書の内容に疑義がある場合、

後日、労働局から問い合わせる可能性があります。
そのため、「申請書控えダウンロード」をクリックして控えを

保管するか、又は労働者派遣事業報告書（「⑫労働者派遣事業報
告書を添付します。」及び「⑬労使協定の写しを添付します。」
で添付したファイル全てをご利用者側にて保管（ご利用の端末の
デスクトップにバックアップ等）しておいてください。
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内容ステータス

e-Govに届出が到達した状態到達

職員が届出を確認できる状態審査中

職員が届出を処理完了した状態（労働局からのお知らせ文等がない場合は、こ
こで手続終了です。）審査終了

処理完了後、利用者様でお知らせ文等をダウンロードした状態（お知らせ文が
ない場合もあります。）手続終了



操作方法等のお問合せ先

・e-Govの電子申請の操作方法等について

・労働者派遣事業報告書の記載の仕方や労働者派遣事業制度全般に
ついて
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ご不明な点は以下までお問合せください。

専用のe-Gov利用者サポートデスクまでお問合わせください。
ご連絡先は以下をご確認ください。
https://www.e-gov.go.jp/contact

各都道府県労働局の需給調整事業課（室）までお問合せください。
ご連絡先は以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html


